
　

羊
蹄
山
麓
７
町
村
で
生
活
し
て
い
る
障

が
い
の
あ
る
方
や
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て

い
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
の
悩
み
や
困
り

ご
と
を
相
談
員
が
一
緒
に
考
え
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
18
日
㈮
13
時
～
15
時

■
場
所
／
保
健
福
祉
会
館

※
予
約
必
要
無
、
時
間
指
定
希
望
は
問
合
せ

問
福
祉
医
療
課
社
会
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

　

小
樽
市
を
除
く
後
志
管
内
19
町
村
で
組

織
す
る
第
4
地
区
教
科
書
採
択
教
育
委
員

会
協
議
会
は
、
令
和
２
年
度
よ
り
使
用
さ

れ
る
小
学
校
教
科
書
お
よ
び
中
学
校
教
科

書
の
検
討
を
行
い
、
採
択
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
採
択
に
関
す
る
資
料
は
、
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課
で
開
示
し
て
い
ま
す
。

■
閲
覧
期
間
／
9
月
2
日
～
令
和
6
年
3

月
31
日
ま
で

※
詳
細
は
町
HP
ま
た
は
教
育
委
員
会
ま
で

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

　

町
で
は
、
安
全
で
住
み
よ
い
地
域
社
会

を
実
現
し
、
子
ど
も
を
犯
罪
や
事
故
か
ら

守
る
た
め
、
住
宅
や
事
業
所
な
ど
を
、
子

ど
も
が
犯
罪
や
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ

そ
う
に
な
っ
た
時
の
緊
急
避
難
場
所
と
し

て
指
定
す
る
「
子
ど
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

町
内
で
は
約
80
軒
を
指
定
し
、
今
回
新

た
に
、「
こ
ど
も
・
１
１
０
番
の
店
」
と

し
て
、
地
域
の
防
犯
活
動
に
貢
献
す
る
北

■
入
居
予
定
日
／
12
月
下
旬

※
申
込
や
入
居
に
関
す
る
要
件
は
問
合
せ

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
エ
ム
エ
ム
エ
ス

マ
ン
シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ

ス
☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

■
受
験
資
格
／
令
和
2
年
４
月
１
日
現

在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子
で
、

中
学
校
卒
業
お
よ
び
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
修
了
者

■
受
付
期
間
／
11
月
1
日
㈮
～
令
和
2
年

1
月
6
日
㈪

■
試
験
日
／
令
和
2
年
1
月
18
日
㈯

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

■
新
規
・
転
所
入
所
の
申
込
受
付
【
保
育

部
分
】
／
11
月
5
日
～
29
日
（
予
定
）

■
町
内
の
各
保
育
施
設
等
（
令
和
2
年
4

月
1
日
時
点
で
の
子
ど
も
の
年
齢
）

○
く
っ
ち
ゃ
ん
保
育
所
ぬ
く
ぬ
く
（
0

～
2
歳
）

○
認
定
こ
ど
も
園
倶
知
安
幼
稚
園
（
0

～
2
歳
・
3
～
5
歳
）

○
認
定
こ
ど
も
園
藤
幼
稚
園
（
3
～
5

歳
）

○
認
定
こ
ど
も
園
め
ぐ
み
幼
稚
園
（
3

～
5
歳
）

※
詳
細
は
広
報
や
町
HP
な
ど
で
あ
ら
た
め

て
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

エ
ゾ
シ
カ
狩
猟
期
間
中
（
10
月
1
日
か

ら
3
月
31
日
ま
で
）
は
、
多
く
の
狩
猟
者

が
「
道
有
林
」
へ
入
林
し
ま
す
。
事
故
防

止
の
た
め
、
こ
の
期
間
中
の
狩
猟
目
的
以

外
で
の
入
林
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。

エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
森
林
な
ど
へ
の
被
害

低
減
の
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
北
海
道
水
産
林
務
部
森
林
環
境
局
道
有

　

林
課
道
有
林
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
１
―
２
０
４
―
５
５
１
９

　

10
月
1
日
か
ら
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
税
率
が
8
㌫
か
ら
10
㌫
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
消
費
税
の
軽
減

税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
税
率
（
8
㌫
）
の
対
象
品
目
は
、

酒
類
を
除
く
飲
食
料
品
と
新
聞
で
す
が
、

外
食
な
ど
対
象
外
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
者
は
売
上
げ
や
仕
入
れ
を

税
率
ご
と
に
区
分
し
て
経
理
す
る
必
要
が

あ
る
他
、
複
数
税
率
に
対
応
し
た
区
分
記

載
請
求
書
な
ど
の
交
付
や
保
存
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
軽
減
税
率
の
対

海
道
理
容
生
活
衛
生
同
業
組
合
倶
知
安
支

部
の
加
盟
店
を
指
定
し
ま
し
た
。

■
同
支
部
の
加
盟
店
／

ヘ
ア
ー
サ
ロ
ン　

サ
サ
キ
（
南
1
西
2
）

理
容
ナ
ゴ
ヤ
（
北
1
西
2
）

ヘ
ア
ー
サ
ロ
ン
木
下
（
南
6
東
1
）

ヘ
ア
ー
倶
楽
部
ス
ギ
モ
リ（
北
２
西
１
）

理
容
ち
ば
（
北
２
西
2
）

ヘ
ア
ー
サ
ロ
ン
山
（
北
３
西
２
）

カ
ッ
ト
ス
タ
ジ
オ　

ム
ー（
北
４
東
１
）

イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
（
南
11
西
１
）

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以

下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た

め
、年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
封
筒
が
届
き
ま
す
の
で
、

同
封
さ
れ
て
い
る
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
、
提
出
日
・
氏

名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
目
隠
し
シ
ー

ル
と
切
手
を
貼
り
、
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函

し
て
く
だ
さ
い
。
は
が
き
を
提
出
し
な
い

と
、
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

期
日
ま
で
に
必
ず
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

問
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
―
05
―
４
０
９
２

小
樽
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

☎
０
１
３
４
―
65
―
５
０
０
２

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
1
日
㈫
～
12
月
30
日
㈪

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

　

教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
2
年
度
小
学

校
1
年
生
に
な
る
児
童
が
対
象
の
健
康
診

断
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
。
診
断
項

目
は
医
師
に
よ
る
内
科
・
歯
科
検
診
、
教

育
委
員
会
職
員
な
ど
に
よ
る
聴
力
・
視
力

検
査
で
す
。
詳
し
く
は
、
10
月
中
旬
に
各

家
庭
へ
配
布
す
る
問
診
票
ま
た
は
町
HP
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
健
診
日
時
／
11
月
６
日
㈬
13
時
～
受
付

■
健
診
会
場
／
保
健
福
祉
会
館

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

　

日
常
生
活
の
中
で
け
が
や
急
病
、
交
通

事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
に
、
け
が
人

な
ど
を
医
師
に
引
き
継
ぐ
ま
で
、
ま
た
は

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
の
正
し
い

対
処
法
を
学
ぶ
講
習
で
す
。

赤
十
字
雪
上
安
全
法
救
助
員
養
成
Ⅰ

ス
キ
ー
の
基
本
、
雪
上
で
の
事
故
者
の

救
助
技
術
な
ど
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

■
日
時
／
11
月
17
日
㈰
9
時
～
17
時

■
受
講
対
象
／
満
18
歳
以
上
の
救
急
法
救

急
員
の
資
格
を
有
す
る
者
で
一
定
の
ス

キ
ー
技
術
を
有
す
る
方

■
場
所
／
総
合
体
育
館
２
階
研
修
室

■
受
講
料
／
７
０
０
円
（
当
日
）

■
申
込
方
法
／
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、

生
年
月
日
を
添
え
て
「
日
本
赤
十
字
社

倶
知
安
町
分
区
」
宛
て
に
申
し
込
み

■
申
込
期
限
／
11
月
6
日
㈬

問
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
住
民

　

環
境
課
生
活
安
全
係
内
）

　

☎
56
―
８
０
０
５
、　

23
―
２
０
４
４

■
募
集
人
数
／
2
名

■
採
用
予
定
時
期
／
令
和
2
年
4
月
1
日

■
申
込
期
限
／
10
月
7
日
㈪
必
着

■
試
験
日
（
予
定
）
／
10
月
17
日
㈭

※
募
集
要
領
、
申
込
書
は
総
務
課
総
務
係

で
受
取
。
郵
送
請
求
ま
た
は
HP
で
も
入

手
可
。
詳
細
は
募
集
要
領
を
確
認

問
総
務
課
総
務
係
☎
56
―
８
０
０
０

児
童
支
援
員
（
非
常
勤
）
若
干
名

児
童
支
援
員
補
助
（
パ
ー
ト
）
若
干
名

児
童
支
援
補
助
員　

若
干
名

※
詳
細
は
町
HP
ま
た
は
福
祉
医
療
課
ま
で

問
福
祉
医
療
課
児
童
福
祉
係
（
保
健
福
祉

　

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

情報の掲載を希望される場合はご相談ください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－ －10－

募

集

町道民税・軽自動車税のこと（窓口⑧）住民税係☎ 56 ー 8003
税金の納付方法、納税相談（窓口⑨）納税係☎ 56 ー 8002
固定資産税のこと（窓口⑩）資産税係☎ 56 ー 8004

非
常
勤
職
員
等
の
募
集

【公的年金からの町道民税の特別徴収】

　令和元年 4 月 1 日に 65 歳以上で、前年中の公的年金

に対して町道民税が生じた方は、次の①または②のとお

りとなります。

①昭和 28 年 4 月 3 日から昭和 29 年 4 月 2 日生まれの方

今年の 10 月から公的年金特別徴収が始まります。公

的年金に係る年税額の半分を 2 回に分け、6 月と 8 月に

納付書（口座振替）で納め、残った年税額は 10 月、12 月、

翌 2月に支給される年金から徴収となります。

②昭和 28 年 4 月 2 日以前生まれの方

昨年度何らかの事情で特別徴収が中止になった方以外

は、年 6回の公的年金支給時に徴収となります。前年度

の年金に係る税額の半分の額を、4 月、6 月、8 月に支

給される年金から徴収となります（仮特別徴収）。10 月、

12 月、翌 2 月の年金支給時には、年税額から仮特別徴

収される税額を引いた残額が徴収となります。

※公的年金から特別徴収される町道民税は、公的年金

に係る税額分のみです。公的年金以外の所得に係る

町道民税は、別に納付書や給与からの徴収で納めて

いただきます

※本年度分の計算の結果、年税額が仮特別徴収額より

少ない場合は還付金が発生します。該当する方には

手続きの連絡をしています

※次に該当する方は対象となりません

・もともと町道民税が非課税の方

・町道民税の額が公的年金支給額を超える方

・年金の年間支給額が 18 万円未満の方など

問税務課住民税係☎ 56 － 8003

周

知

小
学
校
学
習
支
援
員
（
パ
ー
ト
）
1
名

期
限
付
教
職
員
（
道
教
委
採
用
）
若
干
名

※
詳
細
は
町
HP
ま
た
は
教
育
委
員
会
ま
で

問
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

■
抽
選
日
時
／
10
月
7
日
㈪
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
般
世
帯
向
け

・
南
4
条
団
地
（
南
4
東
1
）

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

3
階　

駐
車
場
有
料

・
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
4
東
6
）

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

3
階　

駐
車
場
有
料

・
羊
蹄
団
地
1
号
棟
（
北
3
東
7
）

2
Ｄ
Ｋ　

2
戸　

2
階
・
3
階　

駐
車

　

場
有
料

■
申
込
場
所
、
期
間
／
文
化
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
10
月
3
日
㈭
～
5
日
㈯
9
時
～

18
時
※
5
日
は
17
時
ま
で

赤
十
字
講
習
会

自
衛
官
募
集

野
犬
掃
討

羊
蹄
山
ろ
く
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
会

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

FAX

保
育
士
（
正
職
員
）
募
集

新
就
学
児
童
健
康
診
断

令
和
2
年
度
保
育
施
設
等
の
入
所

申
込
み
に
つ
い
て

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

狩
猟
期
間
の
入
林
自
粛
の
お
願
い

10
月
か
ら
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
が

実
施
さ
れ
ま
す

教
科
用
図
書
採
択
資
料
の
公
表

子
ど
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
指
定



は
、
来
年
度
の
受
入
地
完
成
後
に
搬
入
す

る
予
定
で
す
。

問
鉄
道
運
輸
機
構
倶
知
安
鉄
道
建
設
所

☎
55
―
５
９
１
５

熊
谷
・
大
元
・
橋
本
川
島
・
和
工
JV
二

ツ
森
ト
ン
ネ
ル
作
業
所
☎
21
―
２
６
８
１

　

市
街
地
で
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
イ
ベ
ン
ト
で

す
。
事
前
に
参
加
券
（
３
０
０
円
）
を

購
入
し
、
コ
ー
ス
表
に
あ
る
5
店
舗
で

「T

ト
リ
ッ
ク

rick o

オ
ア

r T

ト
リ
ー
ト

reat

」
と
伝
え
る
と
、
お
菓

子
な
ど
が
も
ら
え
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
19
日
㈯
14
時
～
仮
装
コ
ン

テ
ス
ト
受
付
、
15
時
～Trick or Treat

■
場
所
／
ま
ち
の
駅
「
ぷ
ら
っ
と
」

■
対
象
／
中
学
生
未
満
（
保
護
者
同
伴
）

■
定
員
／
３
０
０
名

■
そ
の
他
／
参
加
券
は
JR
倶
知
安
駅
観
光

案
内
所
（
南
3
西
4
）
ま
た
は
サ
ン
・

ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
く
っ
ち
ゃ
ん
（
字
樺

山
）
で
10
月
11
日
㈮
ま
で
に
購
入

問
倶
知
安
観
光
協
会
☎
55
―
５
３
７
２

　

た
は
HP
（　

http://youteifootpass.
jim

dofree.com

）
に
て
申
込

問
☎
０
９
０
―
７
６
５
８
―
７
８
３
６（
石
本
）

☎
０
９
０
―
１
５
２
２
―
０
４
７
６（
木
村
）

第
1
倶
登
山
橋
架
け
替
え
工
事

　

第
1
倶
登
山
橋
架
け
替
え
工
事
が
始
ま

り
ま
し
た
。
工
事
は
通
常
、
平
日
と
隔
週

の
土
曜
日
に
行
い
、
安
全
に
配
慮
し
て
進

め
ま
す
。
作
業
に
よ
っ
て
は
、
年
に
1
～

2
日
程
度
、
通
行
止
め
な
ど
の
規
制
を
行

う
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。新
し
い
橋
は
、

令
和
3
年
11
月
か
ら
の
供
用
開
始
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
新
幹
線
係

☎
56
―
８
０
１
２

対
策
土
受
入
地
整
備
工
事

　

字
大
和
の
町
有
地
で
北
海
道
新
幹
線
ト

ン
ネ
ル
工
事
で
発
生
す
る
対
策
土
の
受
入

地
整
備
工
事
を
進
め
て
お
り
、
12
月
か
ら

搬
入
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
現
在

字
高
見
の
仮
置
き
場
に
堆
積
す
る
対
策
土

　

次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

■
最
低
賃
金
額
／
時
間
額
８
６
１
円

■
効
力
発
生
年
月
日
／
本
年
10
月
3
日
㈭

問
小
樽
労
働
基
準
監
督
署
倶
知
安
支
署

☎
22
―
０
２
０
６

　

子
ど
も
が
遊
べ
る
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
、

町
内
の
飲
食
店
も
多
数
出
店
予
定
で
す
。

■
日
時
／
10
月
8
日
㈫
10
時
30
分
～
12
時

15
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
※
小
銭
、

エ
コ
バ
ッ
グ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
出
店
、
飲
食
店
も
募
集
中
で
す
。

問　

oyakosc@
yahoo.co.jp

　

家
計
、
環
境
、
家
族
に
優
し
い
暮
ら
し

の
ヒ
ン
ト
を
、実
習
を
交
え
て
話
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
26
日
㈯
、
28
日
㈪
10
時
～

11
時
30
分

■
場
所
／
絵
本
館
2
階

■
参
加
費
／
３
０
０
円
（
託
児
有
の
場
合

４
０
０
円
）
※
参
加
・
託
児
要
予
約

問
倶
知
安
友
の
会
☎
０
９
０
―
６
９
９
９

　

―
５
６
６
４
（
奈
良
）、
☎
０
９
０
―

　

２
０
７
２
―
２
９
２
８
（
梅
津
）

紅
葉
の
ひ
ら
ふ
春
の
滝
を
望
む

■
日
時
／
10
月
22
日
㈫
9
時
受
付

■
集
合
場
所
／
サ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

く
っ
ち
ゃ
ん
（
字
樺
山
）

■
参
加
費
／
千
円（
食
材
・
飲
料
・
保
険
代
）

■
申
込
／
10
月
20
日
㈰
ま
で
、
氏
名
・
年

齢
・
住
所
を　
（
22
―
６
５
８
８
）
ま

象
品
目
の
売
上
げ
が
な
い
事
業
者
や
消
費

税
の
納
税
義
務
が
な
い
免
税
事
業
者
も
含

め
、
す
べ
て
の
事
業
者
に
関
係
し
ま
す
。

問
倶
知
安
税
務
署
☎
22
―
１
１
９
２

　

消
費
税
軽
減
税
率
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
―
３
９
８
―
１
１
１

国
税
庁
HP

w
w

w
.nta.go.jp

　

不
正
軽
油
を
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
燃
料
用

と
し
て
販
売
ま
た
は
使
用
す
る
と
軽
油
引

取
税
の
脱
税
行
為
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

不
正
軽
油
は
、
排
気
ガ
ス
中
の
Ｐ
Ｍ
（
粒

子
状
物
質
）
や
Ｎ
Ｏ
ｘ
（
窒
素
酸
化
物
）

を
増
加
さ
せ
て
、
大
気
汚
染
の
原
因
と
な

り
、自
然
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

北
海
道
で
は
、
10
月
を
「
不
正
軽
油
防

止
強
化
月
間
」
と
し
、
不
正
軽
油
を
「
作

ら
な
い
・
売
ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ

な
い
」
を
合
い
言
葉
に
、
不
正
軽
油
撲
滅

の
取
組
み
を
強
化
し
ま
す
。
不
正
軽
油
の

情
報
は
次
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
不
正
軽
油
１
１
０
番
（
通
話
料
無
料
）

☎
０
８
０
０
―
８
０
０
２
―
１
１
０

問
後
志
総
合
振
興
局
税
務
課

☎
23
―
１
３
３
６
（
直
通
）

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
加
害
者
の
賠

償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と
で
、
被
害
者

の
基
本
的
な
賠
償
を
保
障
す
る
制
度
で
、

万
一
の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対

人
賠
償
を
目
的
と
し
、
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
賠
責
保
険
・
共
済

に
加
入
せ
ず
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

10 月は食品ロス削減月間

　10 月は「食品ロス月間」、10 月 30 日

は「食品ロス削減の日」で、日本では年

間約 643 万㌧（H28）が捨てられており、

このうち約 300 万㌧は各家庭から出てい

ると推計されています。

①買いすぎない

②作りすぎない

③むきすぎない

④捨てすぎない

⑤「もったいない」「ありがとう」

を合言葉に各家庭にあった工夫をしてく

ださい。

今冬の石油事情

　今冬の石油事情は国際情勢が揺れ動く

中、どのようになるのか大変心配です。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日10時～ 15時　☎ 23-1522

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

－12－

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

　

朝
晩
が
冷
え
込
む
秋
を
迎
え
、
暖
房
器

具
の
使
用
が
増
え
て
火
災
が
発
生
し
や
す

く
な
る
こ
の
時
期
、
10
月
15
日
㈫
か
ら
31

日
㈭
ま
で
全
道
一
斉
に
火
災
予
防
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
全
国
統
一
標
語
の
「
ひ
と

つ
ず
つ
い
い
ね
！
で
確
認
火
の
用
心
」

を
合
言
葉
に
火
災
に
よ
る
死
傷
者
と
財
産

の
損
失
を
未
然
に
防
ぎ
、
防
火
の
意
識
を

よ
り
広
く
普
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
薪
ス
ト
ー
ブ
に
よ
る
火
災
が
増

え
て
い
ま
す
。
湿
っ
た
薪
を
使
わ
ず
に
煙

突
を
こ
ま
め
に
清
掃
す
る
な
ど
、
火
の
用

心
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
い
薪
ス
ト
ー

ブ
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
は
、
羊
蹄
山
ろ

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

9 月 12 日 ( 木 ) までに住民環境課住民係へ
届け出があったもので、承諾を受けた内容
について掲載しています。

令和元年 平成 30 年
人　身 24 件 21 件
物　損 491 件 515 件
死　者 1 名 0 名

8 月末までの
町内交通事故発生状況

令和元年 平成 30 年
火　災 8 件 6 件
救　急 602 件 551 件
救　助 24 件 25 件
その他 79 件 84 件

8 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

く
消
防
組
合
HP
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.

yotei-fd.jp/

人の動き　令和元年8月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

15,139 人

 7,687 人

 7,452 人

8,077 世帯

（前月比 -7）

（前月比 +2）

（前月比 -9）

（前月比 -15）

うち外国籍住民 742人 （前月比 -9）

8
月
の
主
な
事
件

▽
窃
盗
（
空
き
巣
）
事
件
の
発
生

住
宅
内
に
侵
入
さ
れ
、
現
金
が
盗
ま
れ

る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
置
き
引
き
）
事
件
の
発
生

商
業
施
設
で
棚
の
上
に
置
い
た
財
布
が

盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
自
転
車
盗
）
事
件
の
発
生

住
宅
敷
地
内
か
ら
自
転
車
が
盗
ま
れ
る

事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

8
月
の
主
な
交
通
事
故

▽
2
日
、
駐
車
場
内
で
後
退
す
る
際
、
駐

車
車
両
と
衝
突
す
る
事
故
が
発
生
し
ま
し

た
。

▽
3
日
、
施
設
敷
地
内
で
車
両
同
士
の
衝

突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
5
日
、
国
道
5
号
に
お
い
て
、
車
両
単

ごめいふくをお祈りします

－13－

検
察
審
査
会
制
度

独
の
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。

▽
12
日
、
国
道
5
号
に

お
い
て
、
車
両
同
士
の

追
突
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。

▽
22
日
、駐
車
場
内
で
、

車
両
同
士
の
衝
突
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

ようてい法律事務所

弁護士 渡邉 恵介
☎ 21-6228

　今年は裁判員裁判開始から 10 周年ですが、裁判員裁判よ

りも古くから、司法に国民の意見を反映させる制度がありま

す。それは、検察審査会と呼ばれる制度で、昭和 23 年から

存在します。日本の制度では、何らかの犯罪行為をしたと疑

われている人の起訴、不起訴の判断は、検察官が独占してい

ます。しかし、その場合、検察官が恣
し い

意的に不起訴にするこ

とも可能で、そのような検察官による恣意的な判断を防ぎ、

公訴権に国民の意見を反映するのが検察審査会制度です。

　告訴・告発をした人、犯罪被害者やその遺族などは、検察

官の不起訴判断がおかしいと考えたとき、検察審査会に申立

てを行い、そこで検察官の判断を審査し、不起訴相当、不起

訴不当、起訴相当のいずれかの議決をします。審査員は、選

挙人名簿から抽選で選ばれ、1 つの検察審査会で候補者 400

名が選ばれ、その中から任期 6カ月の検察審査員と補充員が

それぞれ 11 名選ばれます。

　検察審査会が 2回に渡り起訴相当の議決をした場合、指定

された弁護士が検察官役を務め、強制的に起訴される仕組み

となっていますが、これまで強制起訴されても無罪となった

ものも多く、制度のあり方については議論されています。審

査員、補充員に選ばれる確率は、約 1 万 4000 人に 1 人と言

われており、法律で定められた辞退事由に該当しない限り、

原則辞退できないこともありますが、貴重な機会のため、選

ばれた場合には、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

10
月
は
不
正
軽
油
防
止
強
化
月
間

親
子
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

新
幹
線
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と
家
計
の
講
習
会

自
賠
責
保
険
・
共
済
の
ご
案
内

URL

北
海
道
最
低
賃
金

フ
ッ
ト
パ
ス
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

FAX

URL

く
っ
ち
ゃ
ん
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン

URL
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